
　　　円

工事検査
手数料

　　　円

受領者分岐口径

φ

　　 　㎜

納付年月日

・　・

その他
(       )

　　　円

　私は，「広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例」及
び「広島県水道広域連合企業団三次市水道事業における水道事業給水規程」に合意し，次のとおり給
水装置工事を申込みます。
　なお，本工事に係わる諸手続きを下記の指定給水装置工事事業者に委任します。

工種

用途

□新設　□改造　□修繕　□撤去

□家事　□営業　□工場　□官公署
□その他（　　　　　　　　　　　）

土地使用承諾

住所

氏名

係
員

　・　　・

業
務
係
長

本給水装置工事（　□分岐工事　□接続工事　）についてご承認をお願いします。

指定給水装置工事事業者

係
員

工
務
維
持

係
長

承
認

所
長

住所

給水装置工事主任技術者

工事場所

三次市三次町５０１番地

三次市三次町５０１番地 三次市三次町５０１番地

三次市十日市中二丁目８番１号

家屋使用承諾

住所

氏名 水道　花子 ㊞

給水管分岐承諾

㊞

土地使用承諾

住所

三次市三次町５０１番地

ｽｲﾄﾞｳ ﾀﾛｳ

現住所

（ﾌﾘｶﾞﾅ）
氏名

申込日

工事申込者

日令和6 年 2 月 1

電話番号 ０８２４（６２）４８４３

広島県水道広域連合企業団　企業長　様

㊞
水道　太郎

給水装置工事申込書

整理番号地区 様式1-1-B

㊞氏名 水道　次郎氏名 ㊞

合計

　　　円

調定番号 第　　　　　　号

量水器口径

φ

　　　 ㎜

三次水道工事店

三次　水道

㊞

㊞

加入金

　　　円

設計審査
手数料

受 付

水

水

水

水

三

三

申込日を記入してください。

該当する工種にチェック

してください。

該当する用途にチェック

してください。

個人の給水管より分岐す

る場合は承諾欄に記入・

押印してください。

実施する工事内容についてチェックしてください。

分岐工事：配水管からメーターまで

接続工事：メーターから宅内給水栓まで

土地所有者が連名の場合

はこちらにご記入ください。

必ず承諾印が必要です。 必ず承諾印が必要です。



誓約書

　私は，この給水装置工事を申込むにあたり，以下のことを誓約します。
○「広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例」及び「広
　島県水道広域連合企業団三次市水道事業における水道事業給水規程」に合意します。
○水道料金は水道使用者と連帯して責任を持ちます。
○量水器（付属品を含む）は完全な状態で保管し，いつでも検針できる状態にします。
○量水器以後の漏水事故処理及び漏水した水道料金等，すべての維持管理及び費用負担は，私方で
　直ちに対処します。
○給水装置が不要となった場合には，給水管を分岐した配水管部分から撤去し，分水栓止（コマ止）
　工事をします。
○第三者から異議申し立てを受けたときには，私方で責任を持って解決します。

（代理人を定めるとき）
　代理人は上記誓約事項に関して同意します。

令和6 年 2 月 1 日

給水装置所有者
現住所

三次市三次町５０１番地

（ﾌﾘｶﾞﾅ）
氏名

ｽｲﾄﾞｳ ﾀﾛｳ

水道　太郎
㊞

代理人
現住所

（ﾌﾘｶﾞﾅ）
氏名 ㊞

貸
付
量
水
器

口径 番号 据付指示数 検定期限 量水器貸出
年月日 年　　月　　日

㎥

φ　13　㎜

φ　20　㎜

φ　25　㎜

φ(    )㎜

Ａ

Ｋ

Ｍ

Ｎ

Ｔ

備
考

㎥

「広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例」及び「広島
県水道広域連合企業団三次市水道事業における水道事業給水規程」に合意し，本給水装置工事に伴う
臨時使用を下記のとおり届出ます。

仮設水道料金請求先

住所

(ﾌﾘｶﾞﾅ)
氏名

電話番号

係
員

竣
工
承
認

　・　　・
所
長

業
務
係
長

係
員

工
務
維
持

係
長

申込日を記入してください。

水

仮設水道を使用される場合は、

請求先を明記してください。


